
 関西電力金品受領問題等を踏まえた報告書（追加）の提出

                                                                    2020年4月30日
                                                                    北陸電力株式会社
                                                                    北陸電力送配電株式会社

　北陸電力株式会社および北陸電力送配電株式会社（以下「両社」）は、関西電力株式

会社（以下「関西電力」）の役職員による金品受領等の事案に関する類似事案の有無に

つき、2020年４月21日付けで経済産業大臣より電気事業法第106条第３項に基づく報告徴

収を受けました。

　これを受け、両社は本日（４月30日）、役職員による金品受領、不適切な工事発注・

契約、電気料金値上げ時にカットされた役員報酬に対する補填等、関西電力に類似する

事案はなかった旨の報告書をとりまとめ、経済産業大臣に報告しましたので、お知らせ

いたします。

　今後も、より一層のコンプライアンスの徹底に向けた不断の取組みを図ってまいりま

す。

【添付資料】

　　・「電気事業法第106条第3項の規程に基づく報告」（北陸電力株式会社）

　　・「電気事業法第106条第3項の規程に基づく報告」（北陸電力送配電株式会社）

　（参考：4月17日報告）

　　・「電気事業法第106条第3項の規程に基づく報告」（北陸電力株式会社）

　　・「電気事業法第106条第3項の規程に基づく報告」（北陸電力送配電株式会社）
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